
 
 
 

機密保持契約書 

 
合同会社ファクトリー ( 以下「甲」という。) と、苫⽶地英⼈「2020年のロードマップ 」詳細お受
け取りフォームへの申込者 ( 以下「⼄」 という。) は、苫⽶地英⼈「2020年のロードマップ」
（以下「本プログラム」）を実施するにおける機密情報の取扱いについて、以下の通り合意し、機密保
持契約  (以下「本契約」という) を締結する。 
  
第１条（⽬的）  
⼄は、甲の主催する本プログラムにおいて、甲が必要と認める範囲で⼄に開⽰した情報（以下「機密
情報」という）について本契約の規定に従い「機密情報」を取り扱い、保護し、守秘を⾏うことを⽬
的とする。  
  
第２条（機密情報）  

本契約において「機密情報」とは以下のとおりとする。  

１．本プログラムで教えられた⼀切の内容  

２．本プログラムで知りえた参加者並びに講師に関わる⼀切の知識  

３．本プログラムでの講師並びに参加者の会話の内容の⼀切  

  
ただし、甲の事前の書⾯による承諾を得たもの、及び次の各号の⼀つに該当することを⼄が書⾯によ
り証明したものについては「機密情報」から除かれるものとする。  
ａ）開⽰された時点で公知であった情報および開⽰の後に⼄の責めによる理由によらずに公知となっ
たもの。  
ｂ）法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等によって開⽰が義務づけられたもので、開⽰がこれら
により義務付けられた限度において。  
ｃ）開⽰の時点で秘密保持義務を負わずに保有していた情報および開⽰の後に第三者から秘密保持義
務を負うことなく⼊⼿した情報。  
  
第３条（機密保持）  
１）⼄は，「機密情報」を不正に使⽤、流布または公開しないよう充分慎重に扱い、⾃らの同種の機密情
報に対するのと同様の注意義務または善良なる管理者の注意義務のいずれか厳格な注意義務をもって使
⽤、管理するものとする。  
２）⼄は、甲が認めた必要最低限の「機密情報」の複製を⾏うほかは、「機密情報」を複製してはな 



 
らない。なお、複製物も「機密情報」として扱われるものとする。  
３）甲が要求した場合または本契約が終了した場合、⼄は全ての「機密情報」とその複製物を直ちに
甲に返還する。ただし、⼄は甲に対し確認書を送付することにより、⾃⼰の責任で当該機密情報及び
その全ての複製物を破棄することができるものとし、これをもって甲への返還と代えることができる
ものとする。  
４）本契約に基づく機密保持義務は、「機密情報」が秘密である間は本契約の終了後も存続するものとす
る。  
  
第４条（裁判管轄）  

本契約に関する⼀切の訴訟については、東京地⽅裁判所を第１審の専属管轄裁判所とする。  

  

第５条（協議）  
本契約に定めのない事項または解釈につき、疑義を⽣じた事項についてはその都度甲⼄協議の上、こ
れを決定する。  


